
私たち
一人ひとりが
同和問題を正しく理解して、
しっかりと向き合うことが大切です。

７月は
同和問題啓発強調月間です

同
和
問
題
っ
て
何

　

同
和
問
題
と
は
日
本
社
会
の
歴
史
的

過
程
で
形
作
ら
れ
た
身
分
差
別
に
よ
り
、

一
部
の
人
々
が
長
い
間
、
経
済
的
、
社

会
的
、
文
化
的
に
低
位
の
状
態
を
強
い

ら
れ
、
日
常
生
活
を
送
る
う
え
で
今
な

お
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
受
け
て
い
る
日

本
特
有
の
人
権
問
題
で
す
。

　

同
和
問
題
と
聞
く
と
「
も
う
解
決
し

て
い
る
」「
同
和
問
題
は
な
く
な
っ
て
い

る
」
と
認
識
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
が
、

同
和
問
題
は
い
ま
だ
解
決
し
て
お
ら
ず
、

「
同
和
地
区
」「
被
差
別
部
落
」
な
ど
と

呼
ば
れ
る
地
域
の
出
身
と
い
う
だ
け
で
、

基
本
的
人
権
を
侵
害
さ
れ
、
日
常
生
活

で
厳
し
い
制
限
や
差
別
を
受
け
て
い
る

人
が
い
ま
す
。

同
和
問
題
（
部
落
差
別
）
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が

今
な
お
起
き
て
い
ま
す

【
事
例
１
】　
結
婚
・
就
職
な
ど
の
差
別

　

同
和
地
区
出
身
で
あ
る
こ
と
な
ど
を

理
由
に
結
婚
を
反
対
さ
れ
た
り
、
就
職

な
ど
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
た
り
す
る

な
ど
の
事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

【
事
例
２
】　
差
別
落
書
き
な
ど

　

同
和
問
題
に
関
す
る
差
別
的
な
落
書

き
が
さ
れ
た
り
、
ビ
ラ
が
ま
か
れ
た
り
す

る
と
い
っ
た
事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
特
に
近
年
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、

不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
を
助
長
・
誘

発
す
る
目
的
で
特
定
の
地
域
を
同
和
地

区
で
あ
る
と
指
摘
す
る
な
ど
の
事
案
も

発
生
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
情
報
は
、
一
度
拡
散
し
て
し
ま
う

と
完
全
に
削
除
す
る
こ
と
が
難
し
い
た

め
、
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

【
事
例
３
】　�

差
別
に
つ
な
が
る

　
　
　
　
　
身
元
調
査
な
ど

　

出
身
地
を
調
べ
た
り
、
特
定
の
地
区

が
同
和
地
区
か
ど
う
か
調
査
し
た
り
す

る
な
ど
の
事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
調
査
は
、
不
当
な
差
別
的
取

り
扱
い
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
も
の

で
す
。

【
事
例
４
】　
え
せ
同
和
行
為

　
「
え
せ
同
和
行
為
」
は
、
同
和
問
題
を

口
実
に
、
企
業
や
行
政
機
関
な
ど
へ
不

当
な
圧
力
を
か
け
、
高
額
な
本
を
売
り

つ
け
た
り
、
寄
付
金
を
強
要
す
る
な
ど

の
行
為
で
す
。

　

こ
う
し
た
行
為
は
、
同
和
地
区
出
身

者
な
ど
に
対
す
る
偏
見
を
助
長
し
、
同

和
問
題
の
解
決
を
阻
む
大
き
な
要
因
と

な
っ
て
い
ま
す
。

広報あしや　2022.7 ②



解
決
に
向
け
て

　

同
和
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
同
和
問
題
を
自

分
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
、
差
別
に

関
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
問
題
点

を
学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
。
家
庭
や
地

域
、
職
場
で
差
別
に
つ
な
が
る
よ
う
な

習
慣
や
偏
見
、
固
定
観
念
を
持
っ
て
い

な
い
か
を
問
い
直
し
、
差
別
を
な
く
す

努
力
を
続
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

福
岡
県
で
は
昭
和
56
年
度
か
ら
毎
年

７
月
を
「
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
」

と
定
め
、
県
下
一
斉
に
各
種
の
啓
発
行

事
を
行
い
、
差
別
を
な
く
す
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
ま
す
。
自
分
に
は
関
係
な

い
問
題
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の

機
会
に
自
分
の
こ
と
と
し
て
、
同
和
問

題
の
こ
と
を
考
え
る
時
間
を
持
っ
て
み

ま
せ
ん
か
。

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
の

お
知
ら
せ

■
芦
屋
町
人
権
講
演
会

　
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催（
録
画
配
信
）で
す
。

▽
と
き　
７
月
１
日
金
～
31
日
日

※�

詳
し
く
は
、
広
報
あ
し
や
今
号
に
折

り
込
ん
で
い
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■
人
権
パ
ネ
ル
展
示

▽
と
き　
７
月
１
日
金
～
29
日
金

▽
と
こ
ろ　
役
場
１
階

▽�

問
い
合
わ
せ　
社
会
教
育
係

　
（
☎
２
２
３
‐
３
５
４
６
）

　インターネットに
は、掲示板や SNS（ソ
ーシャル・ネットワ
ーキング・サービス）
などコミュニケーシ
ョンの輪を広げる便
利な機能があります。
多くの人が利用する一方で、自分の名前や
顔を簡単には知られることなく発言できる
ことから、匿名性を悪用した人権侵害が発
生しています。
　最近では、いじめなどの事件をきっかけ
に、インターネット上に、関係者とされる
人たちの個人情報を流す書き込みがされた
り、誤った情報に基づいて全く関係のない
人たちを誹

ひぼうちゅうしょう

謗中傷（根拠のない悪口や嫌が
らせ）する書き込みがされたりしています。
　インターネットでは、一度、掲示板など
に書き込みを行うと、その内容がすぐに広
まってしまいます。また、その書き込みを
インターネット上から完全に消すことは容
易ではありません。誹謗中傷や他人に知ら
れたくない事実、個人情報などが不特定多
数の人々の目にさらされ、書き込まれた人
の尊厳を傷つけ、社会的評価を低下させて
しまうなど、被害の回復が困難な重大な損
害を与える危険があります。また、このよ
うな人権侵害は、名誉毀

きそ ん
損などの罪に問わ

れることもあります。
　インターネット上での人権侵害を防ぐに
は、インターネットを利用するときも、直
接人と接するときと同じようにルールやモ
ラルを守り、相手の人権を尊重することが
大切です。インターネットは便利な道具で
ある一方、使い方によっては他人を傷つけ
てしまう道具でもあります。互いの顔は見
えなくても、インターネットでつながった
先にいるのは、心をもつ生身の人間である
ということを忘れずにコミュニケーション
をとりましょう。

差別をなくすために  第 445 号

インターネットと人権

芦屋町人権・同和教育研究協議会
▷問い合わせ　社会教育係
　（☎２２３‐３５４６）
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